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１―① 病院経営緊急支援金について（詳細は調整中）

５

対象病院（県立病院を除く） 対象病床、単価

次のいずれかに該当する救急病院
（１）救命救急センター
（２）市町村で実施する二次救急の病院群輪番制または小児救急
医療輪番制に参加している病院
（３）横浜市二次救急拠点病院、横浜市小児救急拠点病院、また
は横浜市疾患別救急医療体制（脳血管疾患、心疾患、外傷）に参
加している病院
（４）病院群輪番制を実施していない市町村（茅ヶ崎市及び寒川
町）に所在する救急告示病院
（５）その他知事が認める病院

一般病床
療養病床
６万円／床

次のいずれかに該当する精神科救急病院
（１）精神科救急基幹病院
（２）精神科救急輪番病院

精神病床
１万円／床

１ 支援対象病院及び単価等



１―① 病院経営緊急支援金について（詳細は調整中）

５

４ その他
・ 救急と精神科救急のいずれにも該当する病院にあっては、区分ごとに計算した額の合計額を
支給する。
・ 病床数は、いずれも令和７年10月１日時点の稼働病床数とし、休床中の病床は含めない。ま
た、神奈川県病床数適正化支援事業により削減する病床も含めないものとする。
・ 輪番制については、令和７年10月１日時点で参加しており、令和８年３月31日まで参加予定
である病院に限る。

２ 支援金の申請について
（１）申請期間（予定） 令和７年10月中下旬から３週間程度を予定
（２）申請方法 電子申請のみ
（３）申請に必要な書類（予定） 振込先口座が確認できるもの（通帳写し等）

３ 周知方法（予定）
・神奈川県ホームページ
・対象病院あて申請案内メール送付



経営全般に係る相談窓口を県健康医療局に設置し、ご相談を受けるとともに、
必要に応じて、経営戦略、経営資金、システム（ＤＸ）、勤務環境等に係る医業
経営コンサルタントを派遣します。

１－②経営相談窓口の設置（詳細は調整中）

①経営改善相談事業（相談回数１～２回
程度:一般的な経営改善提案・助言）

②経営改善支援事業（相談
回数３～10回以上）

（伴走支援:最⾧3月）

軽

重

②病院の協力のもと、
・現地ヒアリング、・経営課題の
分析、提案書及び支援プランの作
成を委託
・最⾧３月、最大で週１～2回の支
援実施（県委託終了後は、必要に
応じて自己負担）
・機能再編、病院連携については、
県・コンサルが共同して支援 ７

（既存）医療勤務環境
改善支援センター （新）病院経営緊急支援医業経営コンサルタント派遣（11月下旬予定）


